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１ 護岸(河川管理施設)階段の踏み板部分が欠損している事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

石階段の踏み板部分に欠損(縦約 12～13㎝・横約 23㎝程度)がみられる。階段上部から、この欠損部分は目立たなく見

にくいものとなっている。【芦田川】 

 

２ 許可工作物の維持管理が不十分な事例 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

樋門入口の門扉が破損(部外者の立入が可能)【高梁川】 

 

 

 

 

 

 

 

 

転落防止柵の出入用扉が開放された状態であると歩行者

が誤って堤防したの河川に転落するおそれ【旧太田川】 





５ 不法係留船対策(太田川河川事務所の取組) 

 

(1) 昭和 62 年 1 月から関係行政機関で構成される｢プレジャーボート対策連絡協議会｣の設立 

 

(2) 平成 10 年 9 月「太田川水系不法係留船対策に係る計画書」の策定 

 

(3) 重点的撤去区域の指定による撤去指導実施 

 （直轄管理区間について、平成 10年 10月 1日の第一次指定から平成 19年 10月 1日の第四次指定ま

で、順次指定） 

 

(4) 行政代執行等の実施 

  (行政代執行：平成 19年度 １隻、簡易代執行：平成 11年度～23年度までに 35隻について実施) 

 

(5) 平成 23年 11月に｢プレジャーボート対策連絡協議会｣の名称を｢プレジャーボート等対策連絡協議

会｣に改称 

(プレジャーボート以外の船舶についても対策を検討するため) 

 

(6) プレジャーボートの隻数は、平成 9 年 3 月の 345隻から 23年 6月には 0隻 に減少(対象範囲は国

管理河川(太田川放水路、天満川、旧太田川、元安川)) 

 

 

 

 


